
計量法施行令及び計量法関係手数料令の一部を改正する政計量法施行令及び計量法関係手数料令の一部を改正する政令令
6月21日（水）公布、施行は10月1日（日）（一部条文は公布の日から）

計
量
法
施
行
令
及
び
計
量
法
関
係
手
数
料
令
の
一
部
を
改
正

す
る
政
令
が
公
布
、
施
行
は　

月
1
日 

陰
面

10

日
本
計
量
振
興
協
会
、
計
工
連
の
事
業
計
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隠
面
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回
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③
面
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と
う
き
ょ
う
の
計
量 
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⑤
面

Ｎ
Ｍ
Ｓ
研
究
報
告 
3
月　

、
寄
稿
「
中
村
邦
光
」　
 
宇
面
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韓
国
の
計
量
事
情　

、
社
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⑦
面
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新
製
品
・
非
接
触
体
温
計
（
A
&
D
）、
顕
微
鏡
（
島
津
製

作
所
）、意
見
募
集
の
結
果
公
表
、計
量
法
Q
&
A　
 

羽
面

（2）

今週の主な今週の主な記記事事

（1） 2017年（平成29年）6月25日（日）第 3154号 （　　　　）昭和26年4月4日 
第三種郵便物認可

特
定
計
量
器
に「
自
動
は
か
り
」を
追
加

指
定
検
定
機
関
の
区
分
追
加

型
式
承
認
手
数
料
見
直
し

特
殊
容
器
拡
大
ほ
か
必
要
な
措
置

　
「
計
量
法
施
行
令
及
び
計
量
法
関
係
手
数
料
令
の
一
部

を
改
正
す
る
政
令
」
が
2
0
1
7
年
6
月　

日　

公
布
さ

21

（水）

れ
た
。施
行
は　

月
1
日　

か
ら
。た
だ
し
、一
部
条
文（
特

10

（日）

殊
容
器
関
連
な
ど
）
は
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。（
関
連

記
事
⑧
面
）

答
申
反
映
の
第
一
歩

　

こ
の
改
正
は
、
2
0
1
6

（
平
成　

）
年　

月
に
計
量

28

11

行
政
審
議
会
が
取
り
ま
と
め

た
答
申
「
今
後
の
計
量
行
政

の
在
り
方
―
次
な
る　

年
に

10

向
け
て
―
」
を
踏
ま
え
て
、

計
量
法
施
行
令
（
平
成
5
年

政
令
第
3
2
9
号
）
お
よ
び

計
量
法
関
係
手
数
料
令
（
平

成
5
年
政
令
第
3
4
0
号
）

に
つ
い
て
必
要
な
措
置
を
す

る
も
の
。

　

答
申
は
、
短
期
（
2
～
3

年
程
度
以
内
）、
中
長
期
（
5

～　

年
程
度
）
に
わ
た
っ
て

10
取
り
組
む
べ
き
方
向
性
を
示

し
て
お
り
、
今
回
の
政
令
改

正
は
、
答
申
内
容
の
計
量
法

令
へ
の
反
映
の
第
一
歩
。

　

内
容
は
、
①
計
量
法
施
行

令
の
一
部
改
正
、
②
計
量
法

関
係
手
数
料
令
の
一
部
改

正
、以
下
附
則
③
施
行
期
日
、

④
特
定
計
量
器
の
使
用
に
関

す
る
経
過
措
置
、
⑤
特
定
計

量
器
の
検
定
の
開
始
時
期
、

⑥
自
動
は
か
り
の
製
造
又
は

修
理
の
事
業
の
届
出
に
関
す

る
経
過
措
置
、
⑦
特
定
商
品

の
販
売
に
係
る
計
量
に
関
す

る
政
令
の
一
部
改
正
。

主
な
改
正
点

　

主
な
改
正
点
は
次
の
と
お
り
。

　

従
来
か
ら
検
定
を
実
施
し

（1）て
い
る
質
量
計
で
、
自
動
は

か
り
も
新
た
に
検
定
を
実
施

①
特
定
計
量
器
で
あ
る
質
量

計
に
「
自
動
は
か
り
」
を
追

加
す
る
（
施
行
令
第
2
条
関

係
）。

②
追
加
さ
れ
る
「
自
動
は
か

り
」
は
、「
ホ
ッ
パ
ー
ス
ケ
ー

ル
」「
充
填
用
自
動
は
か
り
」

「
コ
ン
ベ
ヤ
ス
ケ
ー
ル
」「
自

動
捕
捉
式
は
か
り
」
の
4
器

種
（
施
行
令
第
5
条
関
係
）。

③
指
定
検
定
機
関
の
指
定
の

区
分
の
追
加
（
施
行
令
第　
26

条
関
係
）。指
定
検
定
機
関
の

区
分
は
器
種
ご
と（
4
器
種
）

に
指
定
で
き
る
。

④
検
定
証
印
等
の
有
効
期
間

を
設
定
（
施
行
令
別
表
第
3
関

係
）。
有
効
期
間
は
2
年
。
た
だ

し
適
正
計
量
管
理
事
業
所
が
使

用
す
る
自
動
は
か
り
は
6
年
。

⑤
検
定
の
実
施
主
体
は
産
業

技
術
総
合
研
究
所
ま
た
は
指

定
検
定
機
関
（
施
行
令
別
表

第
4
関
係
）。

⑥
経
過
措
置
と
し
て
、製
造
・

修
理
事
業
者
、
使
用
者
へ
の

影
響
を
考
慮
し
、
段
階
的
な

猶
予
期
間
を
措
置
し
た
。

　

対
象
と
な
る
製
造
・
修
理

事
業
者
お
よ
び
使
用
者
に
対

す
る
影
響
を
考
慮
し
、
指
定

検
定
機
関
の
整
備
等
を
進
め

る
た
め
に
、
特
定
計
量
器
の

使
用
や
製
造
・
修
理
事
業
者

の
届
出
に
関
す
る
所
要
の
経

過
措
置
、
検
定
の
開
始
時
期

等
を
定
め
て
い
る
。

【
自
動
補
足
式
は
か
り
】「
検

定
開
始
」
は
、
2
0
1
9
（
平

成　

）
年
4
月
1
日
。
以
降
、

31
検
定
制
度
導
入
期
間
と
し
、「
検

定
制
度
通
常
運
用
の
開
始
」は
、

「
新
た
に
使
用
す
る
自
動
は
か

り
」
は
2
0
2
2
（
平
成　

）
34

年
4
月
1
日
か
ら
、「
す
で
に
使

用
さ
れ
て
い
る
自
動
は
か
り
」

は
2
0
2
5
（
平
成　

）
年
4

37

月
1
日
か
ら
（
附
則
別
表
）。

【
ホ
ッ
パ
ー
ス
ケ
ー
ル
、
充

填
用
は
か
り
、
コ
ン
ベ
ヤ
ス

ケ
ー
ル
】「
検
定
開
始
」
は
、

2
0
2
0
（
平
成　

）
年
4
月

32

1
日
。
以
降
、検
定
制
度
導
入

期
間
と
し
、「
検
定
制
度
通
常

運
用
の
開
始
」
は
、「
新
た
に

使
用
す
る
自
動
は
か
り
」は
2

0
2
3
（
平
成　

）
年
4
月
1

35

日
か
ら
、「
す
で
に
使
用
さ
れ

て
い
る
自
動
は
か
り
」は
2
0

2
6
（
平
成　

）
年
4
月
1
日

38

か
ら
（
附
則
別
表
）。

　

取
引
ま
た
は
証
明
に
使
用

す
る
場
合
、導
入
期
間
内（
期

限
ま
で
）に
検
定
に
合
格
し
、

検
定
証
印
等
を
附
す
こ
と
が

必
要
。通
常
運
用
開
始
後
は
、

定
期
的
に
検
定
に
合
格
す
る

こ
と
で
取
引
ま
た
は
証
明
に

使
用
で
き
る
（
従
来
の
計
量

法
の
規
定
に
よ
る
運
用
）。

　
特
殊
容
器
の
使
用
可
能
商
品

（2）の
追
加（
施
行
令
第
8
条
関
係
）

　

発
泡
酒
を
は
じ
め
と
す
る

酒
税
法
の
酒
類
全
般
に
つ
い

て
特
殊
容
器
の
使
用
が
で
き

る
よ
う
、
酒
税
法
で
規
定
さ

れ
た
酒
類
の
定
義
に
あ
わ
せ

て
、適
用
範
囲
を
拡
大
し
た
。

　

産
業
技
術
総
合
研
究
所
が

（3）実
施
す
る
型
式
承
認
手
数
料

の
見
直
し

①
技
術
基
準
に
関
し
て
、
外

部
機
関
の
試
験
成
績
書
が
添

付
さ
れ
た
場
合
に
手
数
料
を

減
額
す
る
（
手
数
料
令
第
4

条
関
係
）。

②
特
定
計
量
器
ご
と
に
一
律

で
あ
っ
た
手
数
料
の
額
に
つ

い
て
一
部
見
直
し
て
、
試
験

項
目
に
応
じ
た
弾
力
的
な
手

数
料
の
額
（
必
要
な
試
験
項

目
の
手
数
料
を
合
算
方
式
）

に
改
定
し
た
（
手
数
料
令
別

表
第
4
関
係
）。

　

そ
の
他

（4）
　

1
9
9
3
（
平
成
5
）
年

の
計
量
法
施
行
令
制
定
時
に

お
け
る
非
自
動
は
か
り
等
の

定
期
検
査
の
免
除
期
間
特
例

措
置
を
廃
止
す
る
な
ど
必
要

な
改
正
を
し
た
。

改
正
政
令
の
施
行
日

　
　

月
1
日
か
ら
施
行
。
た

10
だ
し
特
殊
容
器
に
関
す
る
規

定
（
計
量
法
施
行
令
第
8
条

の
改
正
規
定
）
お
よ
び
附
則

第
5
条
の
規
定
（
特
定
商
品

の
販
売
に
係
る
計
量
に
関
す

る
政
令
の
一
部
改
正
）
は
、

公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。


